
ご　み

ごみの種類や資源の分別、ごみ出しなどについてま
とめた「ごみと資源の分け方・出し方」パンフレットを
作成し、区民生活課や特別出張所などで配
布している他、区ホームページでもご覧い
ただけます。

▶▶ごみを出す時
ごみの分別

ごみの減量・リサイクルおよび適正処理のため、燃
やすごみ、燃やさないごみ、資源、プラスチック製容
器包装の 4 種類に分けて収集しています。
粗大ごみ

家庭から出る家具、寝具などの一辺の長さがおおむ
ね 30 ㎝を超えるごみは粗大ごみとなります。収集には
粗大ごみ受付センターへの事前申し込みが必要です。
問　粗大ごみ受付センター ☎（5296）7000

　令和 6 年 3 月以降 ☎（6833）2525
　（月曜日～土曜日　午前 8 時～午後 7 時）
インターネットによる申し込みも可能です。
なお、粗大ごみの収集は有料です。「有料

粗大ごみ処理券」を粗大ごみに貼って出して
ください。
ごみ出しについて

ごみ・資源の収集日は地域によって異なりますので、
上述のパンフレット「ごみと資源の分け方・出し方」を
ご覧ください。

また、排出時間も、ごみの種類や集積所によって異
なります。
問　中央清掃事務所 ☎（3562）1521
清掃事務所では収集できないごみ

エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、衣類
乾燥機、パソコン、危険物などは収集できません。販
売店などにご確認ください。

リサイクル

▶▶資源の回収
集団回収

リサイクル活動団体として、町会・自治会、婦人会、
PTA または 10 世帯以上の区民の方で作ったグループを
登録し、助成金の支給や物品の貸し出しなどの支援を
行っています。
問　中央清掃事務所清掃事業係
　　☎（3562）1523

資源（分別）回収
資源として再利用できるものは、燃やすごみおよび燃

やさないごみの収集日とは別の日に回収しています。
回収する資源は、紙類、びん、缶、スプレー缶・カセッ

トコンロ用ガスボンベなどです。
問　中央清掃事務所清掃事業係
　　☎（3562）1523

拠点回収
公共施設や小学校などで、飲料用紙パックや食品用発泡

スチロールトレイなど家庭から出た資源を回収しています。
問　中央清掃事務所清掃事業係
　　☎（3562）1523

自転車

▶▶駐輪場の利用
区内２2 カ所に区立駐輪場を設置しており、定期利用

は有料で登録が必要です。一時利用は 2 時間まで無料
ですが、2 時間を超えると、8 時間ごとに 100 円の利
用料金が加算されます。
問　交通課交通施設係
　　☎（３５４６）５４４３

▶▶放置自転車
放置禁止区域では警告した上で、即日で自転車の撤

去をしている他、これらの区域外では、注意・警告した
上で撤去を行っています。撤去した自転車は一定期間
保管しますが、返還時に撤去保管手数料として 3,000
円徴収します。
問　交通課交通対策係
　　☎（6278）817112

暮らし



中央区コミュニティバス「江戸バス」

区役所を起点として「北循環」と「南循環」の2ルー
トで運行しています。

区役所、浜町敬老館、シニアセンター、聖路加国際
病院など公共施設の他、東京駅や勝どき駅など鉄道駅
へ行くのにも大変便利です。

全車両ノンステップバスですので、車いすの方でも
安心してご利用できます。
運賃　100円（大人・こども同一）
●未就学児は無料です。
● 区内在住の 65 歳以上の方、障害者手帳をお持ちの

方、妊産婦等の方は専用の乗車券や障害者手帳を提
示することで無料になります。
問　交通課交通対策係　☎（3546）5413

中央区コミュニティサイクル

複数のサイクルポート（自転車の貸し出し・返却拠点）
を設置し、自由に自転車が借りられ、返却できる自転車
シェアリングシステムです。

現在、区内全域を対象に実施するとともに、本区も
含めた 15 区（千代田区、港区など）で相互乗り入れ
を行っています。
◎利用する際には、会員登録が必要です。
問　運営事業者コールセンター

 ☎（0570）783-677
　　交通課交通対策係 ☎（6278）8171

地球温暖化対策

▶▶中央エコアクト
　（中央区版二酸化炭素排出抑制システム）

二酸化炭素排出量削減のために、区民の
方々が簡単な省エネ活動に取り組みながら
ポイントを貯め、ポイントに応じた特典や参
加メリットを受けることができる制度です。
問　環境課ゼロカーボン推進係 ☎（3546）5628

▶▶自然エネルギー・省エネルギー機器等 
導入費助成

区内の住宅・共同住宅や事業所に対して
助成を行っています。
問　環境課ゼロカーボン推進係
　　☎（3546）5628

住まいのねずみ・衛生害虫の相談

「区民のためのねずみ防除読本」や「蚊の発生防止
対策のリーフレット」を配布するとともに、住まいのね
ずみや衛生害虫でお困りの方の相談をお受けしてい
ます。
問　中央区保健所生活衛生課環境衛生第一・第二係

 ☎（3541）5938

ペット（犬・猫など）

犬を飼う時は
飼い始めてから30日以内に登録してください。生後

91日以上の飼い犬は、毎年4月から6月までの間に狂
犬病予防注射を必ず受けてください。
● 飼い犬が死んだり、住所が変わった時などは、保健所

へ届け出てください。
● マイクロチップが装着された犬を飼う場合、環境省

データベースに情報登録をすることで、保健所での
登録手続きは不要になります。
問　中央区保健所生活衛生課生活衛生係
　　☎（3541）5936
ペットの相談

飼っているペットがいなくなった時などは、保健所お
よび東京都動物愛護相談センターにご相談ください。
問　中央区保健所生活衛生課生活衛生係

 ☎（3541）5936
　　東京都動物愛護相談センター
　　（世田谷区八幡山 2-9-11） ☎（3302）3507

受動喫煙対策

指定喫煙場所以外の道路、公園などの公共の場所で
の喫煙や歩きたばこ、ポイ捨てを禁止しています。喫
煙は指定喫煙場所でお願いします。
問　中央区保健所生活衛生課受動喫煙対策担当
　　 ☎（3546）5762

　　　　　中央区たばこルール 指定喫煙場所一覧

　　　　　　   　　

13



地域福祉の拠点

▶▶中央区社会福祉協議会
中央区社会福祉協議会は、地域福祉を推進していく

拠点として、町会・自治会、企業、NPO などのさまざ
まな団体や区民の皆さんの協力を得て、地域に根差し
た活動をしています。地域で生きづらさを感じている方、
孤立しがちな方に寄り添って必要な支援につなげてい
る他、金融機関などからの借り入れが困難な世帯に対
し、資金の貸し付けも行っています。

この他にも障害者や高齢者などを対象にさまざまな
事業を展開しています。
問　中央区社会福祉協議会管理部庶務課
　　☎（3206）0506

外国人支援

▶▶外国人区民のための生活ガイドブック
外国人区民の日常生活に役立つ行政サービスを４カ

国語（日本語・英語・中国語・ハングル）でまとめた「生
活ガイドブック」を発行しています。
問　文化・生涯学習課文化振興係
　　☎（3546）5345
　　　　　　　　　英語　　　             韓国語 中国語  

　　　　　　　 　  

▶▶外国語通訳コールセンター・ 
テレビ電話通訳

多国語対応の通訳コールセンターを開設している他、
一部の窓口ではタブレット端末を用いたテレビ電話通訳
の利用が可能です。

通訳コールセンターの専用電話番号
☎（0570）054-222（午前8時30分～午後5時）

◎土・日曜日、祝日・休日および年末年始を除く。
問　総務課組織・業務改善等担当
　　☎（3546）5625

▶▶外国人向け Web ページ
　（Chuo City Living Guide）

外国人向けに日々の生活に密着した情報（ごみの分
別・出し方、区施設の利用案内など）を「やさしい日
本語」と「英語」で提供しています。
問　広報課広報係
　　☎（3546）5216
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